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１　協定の概要
 (1) 市町村促進計画の策定、協定締結市町村

協定締結
有

(25)

未締結
(0)

   注）「対象地域」は、直接支払の対象地域（全域又は一部）を有する市町村

 (2) 協定締結数

－１－

非対象地域　　(2)

　協定締結数は、平成27年度に比べて20協定、1.5％増加し、1,321協定となった。市町
村別で、集落協定等の締結数が最も多いのは、吉備中央町の193協定で、次いで真庭市の
178協定、高梁市135協定の順となっている。

　集落協定数は、新規締結により高梁市など10市町で21協定増加し、協定の統合により
瀬戸内市で1協定の減となったため、全体で20協定の増となった。新規締結のうち８協定
は、第３期対策の取組を行っていた協定の復活である。

　個別協定については、増減がなかった。

平成２８年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

区　　　　分

促進計画
策 定 済

(25)

対象
地域
(25)

　直接支払対象農用地を有する25市町村全てで市町村促進計画が策定され、協定に基づ
く活動が展開されている。

市　　町　　村　　名

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、
高梁市、新見市、浅口市、矢掛町、津山市、真庭市、
美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

　－

早島町、里庄町

                      ※（ ）は27年度との対比 

○ 協定締結市町村：２５市町村（増減なし）    

○ 協定締結数：１,３２１協定 (２０協定増、１．５％増） 
○ 交付金交付面積：１１,９４８ha（１７４ha増、１．５％増） 

○ 交付金額：１,７８５百万円（２９百万円増、１．７％増） 
○ 集落協定の参加農業者：２０,１４３人（２０人増） 
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(3) 交付金交付面積

 (4) 交付金額  

－２－

　交付金額は、前年度と比べ28,955千円、1.7％増加し1,785,359千円となった。交付金
額が最も多いのは吉備中央町の280,990千円で、次いで津山市、真庭市、高梁市の順と
なっている。

  また、市町村別の前年度からの増減は、高梁市（5,433千円増）など19市町村で増加
し、交付面積が減少した矢掛町のみ21千円減少した。

　市町村別では、高梁市（31ha増）など19市町が増加した。矢掛町では公共事業による
用地取得により0.1ha減少した。

　交付金交付面積は前年度と比べ174ha、1.5％増加し、11,948haとなった。
交付面積が最も多いのは吉備中央町の1,754haで、次いで真庭市1,590ha、津山市1,354ha
となっている。
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(5) 協定参加者等

 

      集落協定参加者の内訳（25市町村）            個別協定経営形態別の内訳（６市町）

(6) 協定の平均的な姿

参加農業者
数(人)

交付面積
（ｈａ）

交付金額
（千円）

15.5 9.1 1,359

基礎単価 13.0 7.3 888

体制整備単価 16.5 9.9 1,553

5.7 891

15.3 9.0 1,352

　注）交付金額は、個人配分と共同取組活動への配分額の合計である。

(7) 集落協定の規模別協定数
  ア　集落協定締結面積規模別

  集落協定参加は延べ22,252人で、その内訳としては農業者が最も多く20,143人で、前
年度から20人増加した。

－３－

56 69

60 94

  集落協定の締結面積規模別の協定数は、1,300協定のうち、５ha未満が503協定(38.7%)
と約４割を占め、面積規模の階層が大きくなるにつれて協定数は減少している。

59

88集　落　協　定

89

個　別　協　定

全 協 定 平 均

59

　個別協定の経営形態は、農作業受託等を行う農業生産法人が11協定と最も多く、認定
農業者が９協定、任意組織１協定となっている。

区　　分 交付面積
（ａ）

交付金額
（千円）

協　　定　　平　　均 参加農業者平均

農業生産法人 
11 

認定農業者 
9 

任意組織 
1 
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イ　交付金額別

－４－

  交付金額別の集落協定数は、1,300協定のうち、50万円以上100万円未満が380協定
(29.2%)と最も多く、次いで50万円未満が346協定(26.6%)となっている。100万円以上の
協定では交付金額の階層が高くなるにつれて、その数は減少する傾向にある。
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（　 ）は前年度

交付面積 対象農用地面積 交付金額

(ha) (ha) （千円）

11,445 15,494 1,755,000

(11,284) (15,067) (1,726,873)

6,486 8,690 1,329,621

(6,388) (8,435) (1,306,491)

0 0 0

(0) (0) (0)

4,538 5,682 346,435

(4,473) (5,511) (341,528)

0 0 0

(0) (0) (0)

422 1,122 78,944

(422) (1,121) (78,854)

476 853 29,634

(464) (829) (28,767)

157 222 17,542

(152) (213) (16,911)

304 533 10,393

(296) (518) (10,156)

0 0 0

(0) (0) (0)

15 98 1,700

(15) (98) (1,699)

21 96 677

(21) (96) (677)

1 3 135

(1) (3) (135)

19 93 543

(19) (93) (543)

0 0 0

(0) (0) (0)

0 0 0

(0) (0) (0)

5 33 48

(5) (33) (47)

5 5 46

(5) (5) (45)

1 28 2

(1) (28) (2)

0 0 0

(0) (0) (0)

11,948 16,477 1,785,359

(11,773) (16,024) (1,756,364)

単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

対象農用地面積は、対象農用地の基準に該当する農用地のうち市町村が促進計画に定めた農用地面積。
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高齢化率･
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畑　②

－５－
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　計　①+②+③+④
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８法内
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区　　　分

２　協定農用地の地目別・基準別の面積及び交付金額
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３ 市町村別協定数・交付面積・交付金額等 
　（　　）は前年度

単位：件、人、ha、千円

48 1 49 717 304 6 310 75 234 42,859 1,215 44,075

1 0 1 13 2 0 2 0 2 475 0 475

13 0 13 239 91 0 91 27 64 14,699 0 14,699

3 0 3 14 5 0 5 5 0 654 0 654

44 0 44 773 513 0 513 310 203 85,088 0 85,088

36 0 36 420 177 0 177 82 95 33,434 0 33,434

179 14 193 2,329 1,666 88 1,754 219 1,535 266,126 14,864 280,990

324 15 339 4,505 2,759 94 2,852 718 2,134 443,336 16,079 459,415

4 0 4 39 11 0 11 11 0 1,676 0 1,676

6 0 6 104 19 0 19 0 19 4,028 0 4,028

9 0 9 151 64 0 64 0 64 11,744 0 11,744

8 0 8 84 　 46 0 46 21 25 8,814 0 8,814

132 3 135 1,696 998 17 1,015 362 653 163,816 1,201 165,018

114 1 115 1,356 897 2 899 240 658 116,651 433 117,084

1 0 1 16 12 0 12 0 12 1,405 0 1,405

16 0 16 244 83 0 83 59 24 13,401 0 13,401

290 4 294 3,690 2,131 19 2,150 693 1,457 321,536 1,634 323,170

130 1 131 2,331 1,348 6 1,354 133 1,222 212,383 912 213,295

178 0 178 3,081 1,590 0 1,590 738 851 185,370 0 185,370

81 1 82 1,736 879 1 881 327 554 112,748 88 112,836

15 0 15 230 170 0 170 0 170 25,983 0 25,983

103 0 103 976 564 0 564 28 536 86,569 0 86,569

11 0 11 151 54 0 54 0 54 11,293 0 11,293

19 0 19 813 605 0 605 0 605 66,424 0 66,424

20 0 20 259 113 0 113 0 113 16,031 0 16,031

36 0 36 858 683 0 683 84 599 125,239 0 125,239

93 0 93 1,513 933 0 933 35 897 159,735 0 159,735

686 2 688 11,948 6,938 7 6,945 1,344 5,601 1,001,775 1,000 1,002,775

1,300 21 1,321 20,143 11,828 120 11,948 2,756 9,192 1,766,646 18,713 1,785,359

注）集落協定参加農業者数は延べ数である。
　　単位未満四捨五入のため計とその内訳の合計は一致しない場合がある。
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策定市町村

協 定 数

個別
協定

集落協定 集落協定

交 付 金 額

基　　　礎
単価面積

計体制整備
単価面積

(1) (13)

岡山市

(1,280)

(48) (1)

(13) (0)

(36) (0)

(228) (42,231)(49) (687)

(44) (0) (44) (819)

(1) (0) (2) (0) (2) (0)

(1,215) (43,446)(300) (6) (306) (78)

(0) (445)

(2) (475)

(88) (28)

(0) (475)

(60) (14,298) (0) (14,298)(13) (239) (88) (0)

(3) (3)(3) (0) (0) (445)(2) (0) (2) (10)

(0) (84,562)(202) (84,562)(510) (0) (510) (308)

(173) (84) (89) (32,424)(173) (0)

(4) (0) (4) (39)

(336) (4,540)(321) (15)

(0) (32,424)

(177) (14) (191) (2,342) (14,295) (276,606)

(36) (430)

(15,510) (452,256)

(1,642) (85) (1,521) (262,311)(1,727) (206)

(2,809) (706) (2,103) (436,746)(2,718) (90)

(19) (0)

(0) (1,676)(0) (1,676)(11) (0) (11) (11)

(62) (0)

(19) (3,980)(6) (0) (6) (101) (19) (0)

(25) (8,814)

(7) (0) (7) (137)

(46) (0)

(62) (11,388) (0) (11,388)

(0) (3,980)

(0) (8,814)

(127) (3)

(46) (21)

(62) (0)

(8) (0) (8) (84)

(130) (1,727) (968) (17) (985) (347)

(111) (1) (112) (1,351) (877) (244) (433) (113,736)

(1,116) (159,585)

(0) (1,405)(12) (0)

(875) (2)

(638) (158,469)

(12) (1,405)

(633) (113,303)

(83) (0) (83) (59)

(1) (0) (1) (16) (12) (0)

(280) (4) (284) (3,699)

(16) (244)(16) (0)

(912) (210,806)(1,200) (209,894)

(1,413) (312,457)

(24) (13,422)

(1,549) (314,005)

(0) (13,422)

(1,327) (6)

(2,095) (682)

(1,333) (133)

(2,076) (19)

(177) (3,174)

(128) (1) (129) (2,293)

(0) (1,577) (0) (1,577) (732) (844) (183,836)

(0) (25,948)(25,948)

(88)

(0) (183,836)

(80) (1) (81) (1,675) (110,232)(110,144)(539)(1)

(170) (0) (170)

(861) (321)

(15) (177) (170) (0)

(860)

(85,113)(100) (0) (100) (976) (556) (0) (556) (24)

(11,293)(11) (0) (11) (151) (54) (0) (54) (0)

(66,242) (0)

(531) (85,113) (0)

(54) (11,293) (0)

(66,242)(19) (0) (19) (848) (603) (603)(0) (0) (603)

(158,519)

(16,007)(20) (0) (20) (259) (113) (0) (0) (112)

(122,107)(595)(36) (851) (678) (0) (678) (84) (122,107) (0)

(5,540)

(18,059)

(0)

(2,718)

(35)

(1,000)(1,330)

(891) (158,519)
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県 計 (25)

美
 

作

西粟倉村

久米南町

美咲町

(1,756,364)(1,738,306)

新庄村

(9,055)

(177)

(16,007)

(2) (7)(11,884)

小 計 (8)

鏡野町

(11,657) (116)(1,301) (11,773)

小 計 (10)

勝央町

(926)(926)

(6,862)

(20,123)

(681) (6,869)



単位：件
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1
5
h
a
以
上
の
集
落
協
定

集
落
戦
略
作
成

岡山市 48 14 34 1 1 49 14 35 4

玉野市 1 1 1 1

備前市 13 4 9 1 1 13 4 9 1 1 1

瀬戸内市 3 3 3 3

赤磐市 44 25 19 44 25 19 13 8

和気町 36 16 20 1 36 16 20 1

吉備中央町 179 35 144 2 2 9 14 14 4 193 35 158 2 2 13 32

小 計 (7) 324 97 227 3 3 10 15 15 4 339 97 242 3 3 14 50 8

倉敷市 4 4 4 4

笠岡市 6 6 6 6

井原市 9 9 1 9 9 1 1

総社市 8 3 5 8 3 5

高梁市 132 59 73 9 3 1 2 135 60 75 9 14

新見市 114 40 74 1 1 115 40 75 11

浅口市 1 1 1 1

矢掛町 16 11 5 16 11 5

小 計 (8) 290 117 173 10 4 1 3 294 118 176 10 26

津山市 130 17 113 6 1 1 131 17 114 6 25

真庭市 178 89 89 1 1 3 178 89 89 1 1 3 23 5

美作市 81 39 42 1 1 82 39 43 19 1

新庄村 15 15 15 15 2

鏡野町 103 5 98 1 1 1 103 5 98 1 1 1 5

勝央町 11 11 11 11 1

奈義町 19 19 19 19 16

西粟倉村 20 20 20 20

久米南町 36 7 29 8 36 7 29 8 19

美咲町 93 8 85 5 93 8 85 5 17 1

小 計 (10) 686 165 521 2 2 23 2 2 688 165 523 2 2 23 127 7

1,300 379 921 5 5 43 21 1 20 4 1,321 380 941 5 5 47 203 15
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全
管
理
加
算

うち加算措置

集
落
連
携
・
機
能
維
持
加
算

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

合　計　  (集落協定と個別協定の計)

備
 

前

－７－

う
ち
体
制
整
備
単
価

うち加算措置

集
落
連
携
・
機
能
維
持
加
算

４ 市町村別協定取組内訳

促進計画
策定市町村

う
ち
基
礎
単
価

う
ち
体
制
整
備
単
価

うち加算措置

集　落　協　定

う
ち
基
礎
単
価

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

う
ち
体
制
整
備
単
価

う
ち
基
礎
単
価



５　集落協定における農業生産活動等の実施状況

 (1) 集落マスタープランの内容

1.0%

①　機械・農作業の共同化等営農組織の育成

②　高付加価値型農業

③　農業生産条件の強化

④　担い手への農地集積

11.5%149

1.8%

5.2%67⑤　担い手への農作業の委託

⑥　新規就農者等による農業生産

⑦　地場産農産物等の加工・販売

31

(1083)

(67)

84.5%

1.1%

23

13

(31)

(15)

(1.0%)

(1.7%)

(13)

全協定に占める割合

1099⑨　共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

協　定　数活 動 項 目

(84.6%)

(31)

－８－

5.3%

(2.4%)

69

⑧　消費・出資の呼び込み

(5.2%)

将来像を実現するための活動方策
　共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が1,099協定
(84.5%)と最も多く、次いで機械・農作業の共同化等営農組織の育成が149協定
(11.5%)となっている。
　「その他」の活動項目は、農地の効率的利用、鳥獣被害防止対策等である。

⑩　その他

69

32

14

(22)

(67)

(71)

2.4%

5.3%

(149)

(5.2%)

(5.5%)

(2.4%)

(1.2%)

(11.6%)

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 機械・農作業の共同化等営農組織の育成 

② 高付加価値型農業 

③ 農業生産条件の強化 

④ 担い手への農地集積 

⑤ 担い手への農作業の委託 

⑥ 新規就農者等による農業生産 

⑦ 地場産農産物等の加工・販売 

⑧ 消費・出資の呼び込み 

⑨ 共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備 

⑩ その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４３８協定 表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定 

表中の（ ）は18年度、全集落協定は１，４３８協定 

表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



 (2) 耕作放棄の防止等の活動

①賃借権設定・農作業の委託

②既耕作放棄地の復旧

③既耕作放棄地の林地化

④既耕作放棄地の保全管理　

⑤農地の法面管理

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑦限界的農地の林地化

⑧簡易な基盤整備

⑨担い手の確保

⑩地場農産物の加工・販売

⑪土地改良事業

⑫自然災害を受けている農用地の復旧

⑬地目変換

⑭その他

 (3) 水路・農道等の管理活動

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

(16)

(6)

(1.3%)

(0.5%)

17

6

1.3%

0.5%

(12)

1,282 (1,262)

　水路管理及び農道管理活動については、ほとんどの協定が実施した。

3

活 動 項 目

99.5%(1,273)

16

98.6%

全協定に占める割合

(98.6%)

(0.0%)

0.2%

36 (38)

協 定 数

　柵、ネット等の設置（鳥獣害被害防止対策等）を実施した協定が901(69.3%)と
最も多く、次いで、農地の法面管理729協定(56.1%)、賃借権設定・農作業の委託
254協定(19.5％)の順となっている。

活 動 項 目 協 定 数 全協定に占める割合

(0)

0

901 (882)

(0)

0

(0)

(3)

0

0.0%

1,293

(0.0%)

(3.0%)

(0.0%)

(0) 0.0%

729 (729) 56.1%

0

254 (251)

(7)

(0)0

9

(24)

(99.5%)

(0.2%)

(19.6%)

(0.5%)

(0.0%)

(1.9%)

(57.0%)

(0.0%)

(68.9%)

19.5%

2.8%

69.3%

0.0%

1.2%

0.7%

0.0%

0.0%

(0.9%)0.8%

－９－

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①賃借権設定・農作業の委託 

②既耕作放棄地の復旧 

③既耕作放棄地の林地化 

④既耕作放棄地の保全管理  

⑤農地の法面管理 

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等) 

⑦限界的農地の林地化 

⑧簡易な基盤整備 

⑨担い手の確保 

⑩地場農産物の加工・販売 

⑪土地改良事業 

⑫自然災害を受けている農用地の復旧 

⑬地目変換 

⑭その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４３８協定 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水路管理 

②農道管理 

③その他施設の管理 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



 (4) 多面的機能を増進する活動

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑩堆きゅう肥の施肥

⑪拮抗作物の利用

⑫合鴨・鯉の利用

⑬輪作の徹底

⑭緑肥作物の作付け

⑮その他活動

2

111

(7) 0.5%

8.5%

0

(0.0%)

0.8%

(0.8%)

(8.5%)

0.1%

(1)

(1)

10

11

0.8%

(203)

()

0.8%

0.0%

(0.1%)

(7)

(0.0%)

13

(10)

0.0%

(0.2%)

1.0%

(0.0%)

(3)

0.2%(2)

0

0.5%

全協定に占める割合

(79.6%)

(0.5%)

　周辺林地の下草刈を実施した協定が1,037協定(79.8％)と最も多く、次いで、景
観作物の作付け196協定(15.1％)、堆きゅう肥の施肥111協定(8.5％)の順になって
いる。

協　定　数活 動 項 目

1

(15.9%)15.1%

79.8%

7

1,037国土保全機能
を高める取組

0.1%

(1,019)

保健休養機能
を高める取組

(0.1%)

196

(0.9%)

(0.5%)7

11

0 0.0%

1

(9)

(11)

()

()

(109)

－１０－

自然生態系の
保全に資する
取組

(0.7%)

(0.2%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①周辺林地の下草刈 

②土壌流亡に配慮した営農 

③棚田オーナー制度 

④市民農園等の開設・運営 

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ) 

⑥景観作物の作付け 

⑦魚類・昆虫類の保護 

⑧鳥類の餌場の確保 

⑨粗放的畜産 

⑩堆きゅう肥の施肥 

⑪拮抗作物の利用 

⑫合鴨・鯉の利用 

⑬輪作の徹底 

⑭緑肥作物の作付け 

⑮その他活動 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



 (1) 農用地等保全マップに関する事項

①農地法面、水路・農道等補修・改良

②既耕作放棄地復旧又は林地化

③農作業共同化又は受委託等

⑥その他将来に向けた適正な農用地保全

 (2) 選択的必須要件（Ａ、Ｂ又はＣ要件）に関する事項

ア）要件の取組状況

６　集落協定における農業生産活動等の体制整備の実施状況(体制整備単価が交付される活動)

0.0%

Ｂ要件のみ Ｃ要件のみ

0.4%0.2%

(9.6%)

320

0

　ほとんどの協定がＣ要件のみ（901協定(97.8%)）に取り組んでいる。なお、Ｃ要
件と他要件を併用している協定は14協定(1.5%)となっている。

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地

(34.7%)

0.2%④自己施工の箇所、整備内容、受益農地

Ａ要件のみ Ａ要件＋Ｂ要件

90142

97.8% 0.1%

－１１－

(314)

(0.2%)

(0.0%)

1.2%

11

(2)

2 1

0.2%

(0)

Ａ要件＋Ｂ要件＋Ｃ要件Ｂ要件＋Ｃ要件Ａ要件＋Ｃ要件

34.7%

0.0%

63.7% (63.6%)

7

0

(7) 0.8%

87 (87) 9.4%

2

(0.8%)

　体制整備単価が交付される活動に取り組んだ921集落協定中、農地法面、水路・
農道等補修・改良に取り組んだ協定が587(63.7%)と最も多く、次いで、その他将来
に向けた適正な農用地保全320協定(34.7%)、農作業共同化又は受委託等87協定
(9.4%)などの順になっている。なお、その他将来に向けた適正な農用地保全では、
鳥獣害防止対策、機械・施設の維持管理等に取り組んだ。

作 成 内 容 協 定 数
全体制整備単価協定

に占める割合

587 (575)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①農地法面、水路・農道等補修・改良 

②既耕作放棄地復旧又は林地化 

③農作業共同化又は受委託等 

④自己施工の箇所、整備内容、受益農地 

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地 

⑥その他将来に向けた適正な農用地保全 

表中の（ ）は27年度で体制整備単価取組集落協定は904協定 



イ）体制整備単価の取組内訳

①(ｱ)新規就農者等の確保(新規就農者)

①(ｲ)新規就農者等の確保(認定農業者等)

②地場農産物等の加工・販売

③消費・出資の呼び込み

(0.2%)

3ha

①(ｱ)機械・農作業の共同化（10%増加目標）

①(ｲ)機械・農作業の共同化（30%増加目標）

②高付加価値型農業の実践

③農業生産条件の強化

1.2%

④担い手への農地集積 2ha

0.1%

0.0%

集団的かつ持続可能な体制整備 915

0

5

0

－１２－

全取組協定
で有効に機
能

0

(0.2%)

0.0% (0.0%)

4人

1協定

(0.0%)

(0.7%)

99.3%

(0)

18ha

(6) (0.7%)

(0)

0.3%

0.0%

(0.3%)

(0.0%)

1

(6)

(0)

(0.0%)

(0.0%)

0.1%

0.0%

0.0%

0.5%

(0)

(3)3

協定数

(8)

活動項目

(2)

4

要件

Ｃ

Ｃ要件の集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が915協定(99.3%)、次
いでＢ要件の地場農産物等の加工・販売が11協定(1.2%)となっている。

備考
(実績)

0

0.4%

全体制整備単価協定
に占める割合

5ha

(0.9%)

(896) (99.1%)

(

選
択
要
件
2
つ
以
上

)

①
ｲ
、

⑤
ｲ
は
1
つ
以
上

Ａ

Ｂ

0 (0)

11

(2)

1

⑤(ｱ)担い手への農作業の委託（10%増加目標）

⑤(ｲ)担い手への農作業の委託（30%増加目標）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①(ｱ)機械・農作業の共同化（10%増加目標） 

①(ｲ)機械・農作業の共同化（30%増加目標） 

②高付加価値型農業の実践 

③農業生産条件の強化 

④担い手への農地集積 

⑤(ｱ)担い手への農作業の委託（10%増加目標） 

⑤(ｲ)担い手への農作業の委託（30%増加目標） 

①(ｱ)新規就農者等の確保(新規就農者) 

①(ｲ)新規就農者等の確保(認定農業者等) 

②地場農産物等の加工・販売 

③消費・出資の呼び込み 

集団的かつ持続可能な体制整備 C 

B 

A 

表中の（ ）は27年度で体制整備単価取組集落協定は904協定 



７  加算措置の取組状況（より積極的な取組に対する加算）

(1)加算措置の取組協定数

(2)加算措置の取組内容

８　集落協定における交付金の使用方法等
 (1) 交付金の配分状況

ア　協定数

イ　交付金額 （千円）

(108.1) (0) (440.6)

小規模・高齢化
集落支援加算

超急傾斜農地
保全管理加算

加算取組
協定数計

集落連携・機能維持
加算

集落協定の
広域化支援

108.4 0.0

1,115,634 (671,206)

共同取組活動への配分額

　集落協定への交付金を農業者と共同取組活動に配分した協定は1,181協定(90.8%)と最も多
く、全額を農業者に配分している協定が104協定(8.0%)、全額を共同取組活動に配分している
協定が15協定(1.2%)となっている。
　集落協定への交付金額は1,766,646千円で、その内、農業者への配分額は1,115,634千円
(63.1%)、共同取組活動への配分額は651,012千円(36.9%)となっている。

協定に占める割合

(1,067,099)

(38.6%)36.9%

651,012

104

8.0%

(1,738,306)

(7.3%)

交付総額

(61.4%)

全集落協定数

　加算措置に延べ52協定が取り組み、このうち、超急傾斜農地保全管理加算が47協定
（3.6％）と最も多い。

(45)52

15

(5)

(27)

5

500.7

全額を共同取
組活動へ

(93)

63.1%

1,300 (1,280)

0

0.0%

90.8%

(1,160)

(90.6%)

1,181

1.2% (2.1%)

農業者と共同
取組活動へ

(3.5%)

－１３－

全額を
農業者へ

交付総額に占める割合

1,766,646

農業者への個人配分額

　集落協定の広域化支援は、17集落が連携し面積にして108haで取り組まれた。また、超急傾
斜農地保全管理加算は47協定、501haで取り組まれた。

超急傾斜農地保全加算

実施面積
(ha)

47

3.6%

(40)

(3.1%)

(0)

(0.0%)0.4% 3.9%

(5)

集落連携・機能維持加算

小規模・高齢化集落支援
実績面積

(ha)

集落協定の広域化支援
実績面積

(ha)

5

0.4%(0.4%) (0.4%)

表中の（ ）は27年度で全協定は1,301協定 

表中の（ ）は27年度で全協定は1,301協定 



 (2) 共同取組活動への使用状況

①役員報酬

②研修会等費

③道・水路管理費

④農地管理費

⑤鳥獣被害防止対策費

⑥共同利用機械購入等費

⑦共同利用施設整備等費

⑧多面的機能増進活動費

⑨その他

 (3) 共同取組活動のための積立状況

機械

施設

道路・水路、農地整備

災害

耕作継続

イベント

その他(災害に備えるための繰越等)

927 247

31.8% (28.8%)
(274)

206

71.3%(967)
50.3%

(167)

(72)

(85.0%)

(21)

271
(559)

414

全集落協定に
占める割合

(1088)

(75.5%)

87

協 定 数

654

176

(8)

(11.2%)

(369)

(258)

53 (54)

388
(135)

(143)
(248)

53
117

(0.2%)

(0.6%)

(1.6%)
9.0%
20.8%

積立等実施協定数(実数)

積立等内訳 協 定 数

0 (3)

92 (101)

14

232

(4.2%)

(104)

1

85

1 (7) (0.5%)

4.1%

(20.2%)

(7.9%)

(10.5%)29.8%

1.1%

　機械導入のための積立が92協定（7.1％）と最も多く、次いでその他(災害に備えるため
の繰越等)が85協定(6.5%)であった。
　また、取組協定当たりの平均積立額は、施設が543千円と最も多く、次いで機械406千円
の順となっている。

全集落協定に
占める割合
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取組協定当たり
平均積立額(千円)
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83.4%

活 動 項 目
取組協定当たり
平均支出額(千円)

－１４－

　交付金の使途は、役員の報酬への使用が1,084協定(83.4％)と最も多く、次いで、道路・水
路の維持管理に対する使用が927協定(71.3％)などの順になっている。
　また、取組協定当たりの平均支出額は、共同利用機械購入等費が320千円と最も多く、次い
で共同利用施設整備等費318千円、道・水路管理費247千円の順になっている。

1,084

(193)

(19.4%)
(43.7%)

13.5%
4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①役員報酬 

②研修会等費 

③道・水路管理費 

④農地管理費 

⑤鳥獣被害防止対策費 

⑥共同利用機械購入等費 

⑦共同利用施設整備等費 

⑧多面的機能増進活動費 

⑨その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協定は１，４３８協定 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 
積立等内訳には重複があるため、積立等実施協定計(実協定数）とは合致しない 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



〔　参　　　考　〕



中山間地域等直接支払制度(第4期対策:平成27～31年度)のあらまし

中山間地域の農業は、農地を耕作することで国土の保全･洪水の防止･緑豊かな景観の形

成など、大切な役割を果たしています。

しかし、中山間地域は平地に比べて傾斜地が多く、まとまった農地も少ないことから生

産費がかさみ、耕作されずに荒れている農地が増えています。

この制度は、中山間地域で農業生産を営む農業者に対し、平地との生産費格差の一部を

国・県・市町村が共同で支払い、「適切な農地管理」「集落の共同活動」「将来の農業生産

活動の体制整備」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えようとする

ものです。

１ 対象となる地域 ☆対象地域は、市町村によって異なります。

(1)法律(特定農山村法､山村振興法､過疎法､離島振興法)で指定された地域

(2)地域の実態に応じて知事が別に定める基準に該当する地域

２ 対象となる農地

対象となる地域内で、次のいずれかに該当する１ヘクタール以上のまとまりのある農用

地(農振農用地区域内)が対象です。

(1)急傾斜農用地

傾斜が水田で１／２０以上、畑・草地・採草放牧地で１５度以上

(2)小区画・不整形な田

大多数が３０ａ未満で、平均が２０ａ以下

(3)市町村長の判断により対象となる農用地

・緩傾斜農用地（田１／１００以上、畑等８度以上）

・高齢化率・耕作放棄率の高い農用地

農地のイメージ図

☆緩傾斜農用地､高齢化率･耕作放棄率の

高い農用地は、市町村により扱いが異

なります｡



３ 主な交付単価 １０a当たり

地目 傾斜区分 基礎単価 体制整備単価 ☆草地、採草放牧地も

対象となります。

急傾斜(1/20以上) １６,８００円 ２１,０００円 ☆面積には､畦畔･法面も

田 含みます｡

緩傾斜(1/100～1/20)等 ６,４００円 ８,０００円 ☆｢小区画･不整形な田｣

｢高齢化率･耕作放棄

急傾斜(15度以上) ９,２００円 １１,５００円 率の高い農用地｣の単

畑 価は、緩傾斜と同じ

緩傾斜(８度～15度)等 ２,８００円 ３,５００円 です。

４ 対象者

集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

が対象です。

・農業者 ・生産組織 ・第３セクター ・農業生産法人 等

５ 実施期間

平成２７～３１年度

６ 対象となる活動

集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続される農業生産活動等

◎基礎単価が交付される活動

区 分 具体的に取り組む行為

必須 農業生産活動等 集落マスタープランの作成 集落の目指すべき将来像とその実現に向けた

事項 （右の全ての項 活動方策及び目標等の計画策定

目を実施） 耕作放棄の防止等の活動 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、

耕作放棄地の復旧や畜産的利用、高齢農家･離農

者の農用地の貸借権設定、法面保護･改修、鳥獣

被害の防止、林地化等

水路、農道等の管理活動 適切な施設の管理･補修（泥上げ、草刈り等）

選択 多面的機能を増 国土保全機能を高める取組 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一

的必 進する活動 体となった周辺林地の管理等

須事 （右の項目の中 保健休養機能を高める取組 景観作物の作付け、市民農園･体験農園の設置、

項 から１つ以上選 棚田オーナー制度、グリーンツーリズム

択） 自然生態系の保全に資する取組 魚類･昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類

の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資す

る活動



◎体制整備単価が交付される活動 （基礎単価が交付される活動に加えて実施）
要 件 活動項目 活 動 内 容 活動の水準 備考

必 農 農 用 地 等 保 協定対象区域図に次の活動項目を記載する。 図面の作成と実践

須 用 全 活 動 の 実 ①農地法面、水路、農道等の補修・改良の範囲又は

要 地 践 位置

件 等 ②既耕作放棄地の復旧又は林地化の実施範囲

保 ③農作業の共同化や受委託等が必要な範囲

全 ④自己施工の箇所、整備内容及び受益する農地の範

体 囲及び面積

制 ⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農

整 用地の範囲及び面積

備 ⑥その他協定農用地の保全に必要な事項の範囲

Ａ要件：①～⑤の中から２つ以上を選択。

※但し、「①機械・農作業の共同化」のイ又は、「⑤担い手への農作業の委託」のイを選択す

る場合は１つ以上を選択

※人・農地プランが策定されている場合は、その内容と整合を図ること。

① 機 械 ・ 農 ア 基幹的農作業のうち１種類以上に係る農業機械 協定農用地の10%又 ※

選 作 業 の 共 同 又は施設が共同利用される農地面積の増加 は0.5haの多い方の増

択 化 加

的 イ 基幹的農作業のうち、田：３種類以上、畑：２ 協定農用地の30%又 ※

必 種類以上等に係る農業機械または施設の共同利用 は3haの多い方の増加

須 の受益面積増加（※協定農用地以外の農地を含め

要 る場合、協定農用地割合が１／３以上必要）

件 ② 高 付 加 価 新規作物の導入、有機農業等の高付加価値型農業 協定農用地の5%又

値 型 農 業 の を実施する協定農用地面積の増加 は1haの少ない方の増（

実践 加

Ａ ③ 農 業 生 産 集落協定の参加者による共同作業でのほ場や水路 受益面積が協定農

Ｂ 条件の強化 ・農道等の生産条件を向上させるための改良（自己 地の5%又は0.5haの多

Ｃ 施工） い方の増加

要 ④ 担 い 手 へ 協定農用地において、認定農業者等の担い手と集 協定農用地の5%以

件 の農地集積 落協定参加農業者との間に利用権設定等がなされる 上の増加

か 農地面積の増加

ら ⑤ 担 い 手 へ ア 認定農業者等担い手と集落協定の参加農業者と 協定農用地の10%又 ※

１ の 農 作 業 の の間で基幹的農作業のうち１種類以上に係る作業 は0.5haの多い方の増

つ 委託 受委託の契約面積の増加 加

以 イ 認定農業者等担い手と集落協定の参加農業者と 協定農用地の20%又 ※

上 の間に、利用権設定または基幹的農作業のうち、 は2haの多い方の増加

選 田：３種類以上、畑：２種類以上等５ヶ年以上の

択 作業受委託契約がなされる農地面積の増加（※協）
定農用地以外の農地を含める場合、協定農用地割

合が１／２以上必要）

Ｂ要件：集落協定に新規参加者(女性、若者、ＮＰＯ法人等)の１名以上の参加を得るとともに、①～

③の中から１つ以上を選択し、新規参加者がその活動の主体となること。

① 新 規 就 農 ア 集落協定に新規就農者（新規学卒就農、離職転 １名以上の参加

者等の確保 入者及び新規参入者であって、新たに経営を開始

した者)の参加

※ ア 又 は イ イ 生産組織等のオペレーターの新規雇用、集落協 １名以上の確保

を選択 定に参加する農業者において、新たに認定農業者

及びこれに準ずる者として市町村が認定した者を

確保

② 地 場 農 産 地場農産物等の加工が可能な施設(農家レストラ 取組の実施

物 等 の 加 工 ンを含む)があり、当該施設において加工された加

・販売 工品等の販売に取り組む

③ 消 費 ・ 出 棚田オーナー制度、市民農園、観光農園、学校等 協定農用地の5%又

資 の 呼 び 込 と連携した体験農園の実施、NPO法人、企業等の耕 は0.5ha以上の多い方

み 作 で実施

Ｃ 集 団 的 か つ 高齢者でも安心して制度に参加できるよう、共同 取り決めを協定書

要 持 続 可 能 な で支え合う仕組みを集落で取り決める に位置付け

件 体制整備

※印は、協定の認定時に一定の実績がある場合、別途の活動水準が定められている。



◎加算単価が交付される活動(体制整備単価の要件を満たしている協定に適用される)

加算の種類 加算の要件 加算金の適用 加算単価 留意事項

集落連携・機能維持 ア 集落協定の広域化支援 協定農用地の全 対象地目全てに 小規模・

加算 集落協定が、他の集落内の対象農用地を てに加算 ついて3,000円 高齢化集落

含めて概ね５０戸以上の規模の協定を締 支援との重

結し、協定に基づく活動において主導的 ※１協定当たり 複は不可

な役割を担う人材を確保した上で、一定 200万円が限度

の基準を満たす取組を行う。

イ 小規模・高齢化集落支援 協定に取り込ま 田：4,500円 集落協定

集落協定又は個別協定が、近隣の小規 れた小規模・高 畑：1,800円 の広域化支

模・高齢化集落の農用地を協定農用地と 齢化集落の農地 援との重複

して取り込む。 面積に加算

超急傾斜農地保全管 協定農用地内の勾配が田で1/10以上、 傾斜基準を満た 田：6,000円

理加算※ 畑で20度以上である農地の保全と当該農 す田又は畑の面 畑：6,000円

用地で生産される農作物の販売促進を行 積に加算

う。

※超急傾斜農地保全管理加算はH29年度から基礎単価の協定も取り組めるよう要件が緩和

７ 返還の免責要件

５年間の協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合や農地を転用した場合は、

原則として協定の認定年度に遡って、協定農用地についての交付金の全額を返還する必要

がありますが、次の免責事由に該当する場合には、返還が免除又は要件が緩和されます。

免責事由 ※一部抜粋 返還の範囲 金額 措置される次期

協定農用地について耕作又は維持管理が行われなかった場合

①②③以外 全協定農用地 全額 認定年度以降返還

① 農業者の死亡、病気、その家族の病気等 当該農用地について

土地収用法に基づき収用もしくは使用を受けた場合 - 免除 当該年度以降交付停止

農業用施設用地とした場合等

② 新規就農者又は後継者の住宅に供する場合 当該農用地 全額 認定年度以降返還

林業又は水産業用施設用地とした場合

③ 15ha以上又は、集落連携・機能維持加算に取り組む集落 当該農用地 全額 認定年度以降返還

協定が集落戦略を作成した場合



 

中山間地域等直接支払制度 対象地域図(第４期対策) 
 

                             平成２８年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        一般地域：地域振興４法の指定地域（市町村又は旧市町村単位） 

        特認地域 要件Ａ：一般地域に地理的に隣接する地域（センサス集落単位） 

        特認地域 要件Ｂ：農林統計上の中山間地域（S25 年の旧市町村単位） 



○農事組合法人設立で地域ぐるみの米づくり

○消費者との交流による地域の活性化

○協定の体制強化と高収益農業の展開

集落協定の取組活動事例

 
 
 農業生産の体制強化に向け、28年1月に農事組合法人「ファー

ムやだたに鯉が窪」を設立するとともに、集落の農地12haを法

人に集積し、農業生産の効率化を図っている。 

 また、有機米栽培に利用するアイガモを地元園児と一緒に放

流し、地域住民との交流を促進するほか、法面にアジサイを植

栽し、美しい農村づくりに向けた景観形成にも取り組んでいる。 

 
【主な取組実績】 
  ○農業生産法人の経営面積      12ha 
  ○アイガモ農法による有機米の栽培  1.1ha 

  やだたに 

 矢田谷 集落協定（新見市）                    
     協定面積：13.6ha 交付金額：187万円 

アイガモの放流 

共同利用機械の導入 

アジサイの植栽 

 
 
 平成７年に設立した農事組合法人「長藤農場組合」と連携し

て、水稲の共同防除作業や同法人への農地集積により、農業者

の高齢化による労力不足をカバーし、耕作放棄地の発生を未然

に防いでいる。 

 また、住民自らが運営する交流施設「奥津ファームビレッジ

耕心村」を活用し、豆腐づくりやそば打ち体験など消費者との

交流活動に取り組んでいる。 
 
【主な取組実績】 
  ○長藤農場組合への農地集積面積     14ha 
  ○交流施設来訪者数            1,761人 

 ながとう 

 長 藤 集落協定（鏡野町）                    
     協定面積：25.5ha 交付金額：225万円 

そば打ち体験の提供 

長藤農場組合による畦塗り作業 

地域ぐるみで農道の草刈 

 
 
 第４期対策を契機に２つの協定を統合し、活動体制を強化す

るとともに、町外から移住した新規就農者２名を迎え入れ、組

織の若返りを図っている。 

 また、高齢農家に負担の大きい病害虫の防除を共同で行うほ

か、ピオーネ、黒大豆の生産や協定農用地において生産した米

を使用した米粉パンを製造販売するなど収益力向上に向けた取

組を展開している。 

 

【主な取組実績】 
  ○病害虫の共同防除の実施      4.0ha 
  ○協定農用地でのぶどう栽培面積   3.0ha 
    ○  〃    黒大豆栽培面積   2.5ha 
 

 たなか 

 田 中 集落協定（吉備中央町）                    
     協定面積：21.4ha 交付金額：464万円 

病害虫共同防除作業 

新規就農者も加わった共同活動 


